
株式会社　スコア・ジャパン　　殿

　　       年　　　　月　　　　日

住所

氏名

参考（関係法規抜粋）

通関業法第２条中
（イ） 次に掲げる手続き又は行為につき、その依頼した者の代理又は代行をすること。
（1） 関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告

又は承認の申請・・・・・・・・・・・・ （以下略）
（一）輸出又は輸入の申告　　　　 （以下略）

通関業法第７条（関連業務）
・・・ （前段略）通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業法に先行し、
後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができ・・・・・ （以下略）

通関業法基本通達第一章（委任関係の取扱）
（2） ・・・ （前段略）通関業者は第２２条第１項及び 政令第８条第２項第２号の規定に

より通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類 （包括的なもの
であってもさしつかえない）を保存しなければならない。

委　　任　　状

　　　　　　　　 
    当社は通関業法第２条の規定による通関業務（輸出入申告等）及び 

 

    法第７条の関連業務（保税運送申告等）を貴社に委任します。 

印 


